
                                    

 

令和５年度環境月間における不法投棄等監視 

合同パトロール実施結果について 

 

 例年、廃棄物の不法投棄対策の一環として、６月の環境月間に合同パトロールを実施し

ておりますが、今年度の実施結果は下記のとおりです。 

 

記 

１ 実施主体 

  長崎県産業廃棄物不法処理防止連絡協議会※、県内市町 

※長崎県、長崎市、佐世保市、長崎県警察本部、長崎海上保安部、佐世保海上保安部、 

対馬海上保安部、唐津海上保安部壱岐海上保安署、環境省九州地方環境事務所、 

一般社団法人長崎県産業資源循環協会で構成 

  

２ 実施要領 

  ６月の環境月間に併せ、廃棄物の不法投棄防止及び啓発のため、県内市町及び関係機

関で組織している長崎県産業廃棄物不法処理防止連絡協議会を主体とし、陸域、海域、

空域それぞれにおいて合同パトロールを実施した。 

 

３ 実施期間 

  令和５年６月１日～３０日 

 

４ 実施概要 

区分 対 象 地 域 延日数 実 施 内 容 

陸域 県下全域 ３０日 

県・市町・所轄警察署等が連

携し、各県立保健所の管轄地

区単位で実施 

海域 

① 長崎地区 

② 佐世保地区 

③ 壱岐地区 

④ 五島地区 

４日 

県警、海上保安部の協力を得

て、県警の警備艇、海上保安

部の巡視艇により実施 

空域 
① 西彼、県北、東彼地区 

② 県央、島原地区 
２日 

県防災ヘリコプターを使用し

て実施 

   

 

５ 実施結果 

○不法投棄件数及び投棄量 

  件 数： ２７件  （対前年度  ＋６件 ） 

  投棄量： １７．４㎥（対前年度  △３１．８㎥ ） 

 

○過去５年間における環境月間中に発見した不法投棄件数及び投棄量 

 R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

件数 １６件 ２４件 ２２件 ２１件 ２７件 

投棄量 ４１．９㎥ ４０．８㎥ ６２．０㎥ ４９．２㎥ １７．４㎥ 

 



                                    

○地区別の不法投棄の総量（上位３地区） 

  １．県北保健所管内   ･･･ ４．２㎥ 

   （平戸市生月町：廃プラスチック類 ２．０㎥ 家電製品 ０．５㎥  

金属くず ０．５㎥              など５件） 

  ２．対馬保健所管内   ･･･ ３．９㎥ 

   （対馬市厳原町：その他不燃物 １．１㎥ その他可燃物 ０．８㎥など３件） 

  ３．五島保健所管内   ･･･ ３．７㎥ 

   （五島市三井楽町：家電製品 ０．６㎥ その他可燃物 ０．３㎥など１０件） 

 

○不法投棄場所（上位３箇所） 

  １．山林（１６件） ２．道路敷（６件） ３．空地（４件） 

 

○撤去率   

  ３７．０％（１０件／２７件）･･･７月３１日現在 

 

６ 今後の対策 

 （１）これまでの事例を参考にした効果的・効率的な不法投棄監視 

（２）関係機関と緊密に連携した対応 

（３）民間団体との協働事業の実施 

 

 

（参考） 

  

○過去５年間における環境月間中の投棄物の種類及び数量            （㎥） 

 R１ R２ R３ R４ R５ 

がれき類 ③  ３．０    １．０ ②  ８．０ ② １０．０ ③  １．１ 

家庭電化製品 ②  ５．８ ① １１．８ ③  ４．７   ２．３ ①  ４．６ 

廃プラスチック類 ① ２２．４ ②  ７．８ ① ２１．８ ③  ３．２ ②  ２．６ 

家屋解体廃材    １．５    ０．５ ０．２ ① ２０．０ ０．１ 

ガラスくず等    ０．１    ３．８ ０．１ ０．０ ０．２ 

自転車・バイク等    ０．０ ③  ４．３ ０．０ ０．０ ０．０ 

その他    ９．１   １１．６   ２７．２ １３．７ ８．８ 

合計   ４１．９   ４０．８ ６２．０ ４９．２ １７．４ 

※①～③は投棄量が多い順 

 


